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第第十十三三節節  出出願願審審査査のの請請求求  

 

ⅠⅠ  出出願願のの審審査査及及びび出出願願審審査査のの請請求求  

特許出願の審査は、出願審査の請求があったものについてのみ行います（特48の２）。 

出願審査の請求は、本人、他人を問わず誰でもすることができます。本人以外が出願審査の請

求をする場合は、【書類名】に「出願審査請求書（他人）」と記載してください。他人からの請

求は本人に通知されます。 

 

ⅡⅡ  出出願願審審査査のの請請求求ををすするるここととががででききるる期期間間  

(1) 出願審査の請求をすることができる期間は、出願の日から３年以内です（特48の３(1)）。 

(2) 出願の日から３年経過後であっても、次のいずれかの出願であるときは、新たな出願の日か

ら３０日以内に限り出願審査の請求をすることができます（特48の３(2)）。 

① 分割による新たな出願 

② 変更した出願 

③ 実用新案登録に基づく特許出願 

(3) 経済安全保障推進法第70条第１項の規定により保全指定がされた場合は、出願審査の請求を

することができる期間は「出願の日から３年を経過した日」又は「経済安全保障推進法第77条

第２項の規定による保全指定の解除等又は期間満了の通知を受けた日から３月を経過した日」

のうちいずれか遅い日までとなります（経済安全保障推進法82(3)）。 

(4) 出願審査の請求ができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、その出願は取り下げら

れたものとみなされます（特48の３(4)（特48の３(7)において準用））。また一度した出願審

査の請求は、取り下げることはできません（特48の３(3)）。 

(5) 出願審査の請求をすることができる期間を経過した場合の救済措置（特48の３(5)（特48の３

(7)において準用）） 

出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったために、取り下げたも

のとみなされた特許出願であっても、特許出願人が期間内に出願審査の請求をすることができ

なかったことが「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求が認められます。 

この場合、出願審査の請求をすることができるようになった日から２月以内で、期間経過後１

年以内に限り、出願審査請求書を提出することができます。出願審査請求書に【その他】の欄

を設けて「特許法第48条の３第５項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定によ

る出願審査の請求」と記載して提出するとともに、「①所定の期間内に手続をすることができ

なかった理由及び手続をすることができるようになった日」の記載、「②手続をしなかったこ

とが故意によるものでない」ことの表明、及び「③出願審査の請求を遅延させることを目的と

するものではなかった旨」を記載した回復理由書を提出しなければなりません。（特施規31の

２(4)(5)）。なお、「故意でない基準」により回復理由書を提出する際には、回復手数料（212,100

円）を納付しなければなりません。（特別表第11号、手数料令1（2）⑪）。 

「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細は、特許庁ホームページ「期間

徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」
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に緩和されます」（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html）

を参照してください。 

 

 

ⅢⅢ  出出願願審審査査のの請請求求のの手手数数料料  

出願審査の請求を行うときは、１件につき１３８，０００円（平成３１年３月３１日までに行

った出願について出願審査の請求を行うときは、１件につき１１８,０００円）に１請求項につき

４，０００円を加えた額の手数料が必要になります。 

また、出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正を行うときは、増加する請求項１項につ

き４，０００円の手数料が必要になります。 

 

また、特許法第195条の２又は特許法第195条の２の２の規定により出願審査の請求の手数料は、

軽減又は免除されることがあります（詳細は第二十一節「出願審査の請求の手数料の減免」を参

照してください。）。 

 

ⅣⅣ  特特定定登登録録調調査査機機関関制制度度利利用用にによよるる出出願願審審査査請請求求手手数数料料のの特特例例  

登録調査機関（先行技術調査を行う機関）のうち特に特許庁長官の登録を受けた者（特定登録

調査機関）は、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術調査を行い、その結果をその者

に交付します。 

出願人等がその結果を記載した調査報告を提示して出願審査の請求をしたときは、出願審査請

求手数料は軽減され（特例法39の２、同法39の３）、納付すべき手数料の額は、１件につき１１

０，０００円（平成３１年３月３１日までに行った出願について出願審査の請求を行うときは、

１件につき９４,０００円）に１請求項につき３，２００円を加えた額となります（手数料令１(2)）。 

出願審査請求書に上記調査報告の提示をする場合は、「【代理人】」の欄の次に「【調査報告

番号】」の欄を設け、調査報告番号を記載してください。 
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